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パブリック�
コメント�
公　表� ご意見ありがとうございました

　「町田市民病院中期経営計画」の策定にあたり、パブリックコメントを実施し、ご意見を募集しました。
市民の皆さんから多くの貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。結果の概要は以下のとおりです。
　いただいたご意見は、「町田市民病院中期経営計画」をまとめるにあたり参考とします。

問町田市民病院経営企画室��７２２・４６９９
○意見の募集期間　１月２１日～２月２０日
○応募者数と件数　１７人　７４件
○意見の内訳　「計画策定趣旨」に関するもの　３件／「事業運営の基本方針」に関するもの　５件／「事
業運営の具体的取組」に関するもの　４４件／「中期財政見通し」に関するもの　１６件／「定員管理計画」
に関するもの　３件／「その他（市民への情報発信についてなど）」　３件
○いただいたご意見の概要と市の考え方
をいくつかご紹介します。なお、詳細
は、町田市ホームページをご覧下さ
い。
　また、町田市民病院経営企画室（市民
病院　南棟４階）ほか、次の窓口でも資
料を配布します。
　市民相談室（市役所本庁舎１階）、市
政情報やまびこ（市役所中町分庁舎１
階）、市民協働推進課（町田市民フォー
ラム３階）、健康課（健康福祉会館１
階）、各市民センター、木曽山崎・玉川
学園文化の各センター、各市立図書館、
町田市民文学館

市の考え方ご意見の概要

　救急医療の確保は市にとって重要な役割であ
ると認識しています。医師会に協力を要請する
とともに医師の確保に努め、小児二次救急をは
じめ、救急医療の充実を図ります。

　医師会との協力により
救急業務などを充実させ
てほしい。

　事業コストの削減については具体的に取組を
掲げている項目以外でも積極的に推進していき
ます。未収金については専門の部署を設け、対
応を強化します。

　委託料の見直しや未収
金対策強化により収支を
改善してほしい。

　市民病院の現状を病院広報紙などで公開し、
ますます市民の協力を得られるように努めま
す。

　積極的に情報発信し、
市民の協力を得ながら、
公立病院の役割を達成し
てほしい。

　国民健康保険医療費通知用封筒に、会社や
お店の広告を載せてみませんか？

募集期間３月２１日（土）～３１日（火）

広告媒体封筒裏面

募集枠数・掲載料縦６０㎜×横１９０㎜１枠、９万円

発送予定日７月上旬、２０１０年１月上旬

発送予定数約１８万通
※ご希望の方には、募集案内等をお送りしま
す。詳細は保険年金課納付係（��７２４・
２１２５）へ。

「町田市民病院中期経営計画（案）の考え方」

保保険険年年金金課課
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①町田市から世帯主あてに申請書と返信用封筒を３月２５日
に郵送します。

※手当の対象となるかどうかにかかわらず、生年月日が平成
１４年４月２日から平成１７年４月１日までの子どもがいるす
べての世帯の世帯主あてに郵送します。ご了承下さい。

②自宅に申請書が届いたら、対象となるかどうかを確認し、
対象となる場合は、申請書に必要書類を添付し、同封した
返信用封筒で町田市へ郵送して下さい。提出期限を過ぎま
すと、申請を受け付けることができませんのでご注意下さ
い。提出期限は平成２１年９月２５日です。
※申請書の記入方法や添付書類についての説明は申請書に
同封します。

③提出いただいた申請書の内容を確認し、提出日から約１
か月ほどで、申請書で指定された世帯主名義の口座へ振
り込みます。

２００９年２月１日基準日

上記基準日に町田市に住民登録のある方、外国人登録のある方で生年月日が平成
１４年４月２日から平成１７年４月１日までに該当する第２子以降の子ども
※第２子の判定は、１８歳以下の子ども（生年月日が平成２年４月２日以後の子ど
も）の中から年齢順に第１子、第２子と数えます。

※外国人登録がある方で在留資格が短期滞在の方や不法滞在者は対象となりませ
ん。

※下の例を参考にして下さい。

対象となる
子どもの範囲

基準日において対象となる子どもが属していた世帯の世帯主受給権者
（受け取る方）

なし所得制限

郵送で申請書提出後、各世帯主名義の口座に振り込みます。申請・給付方法

対象となる子ども１人あたり３万６千円支給額

がいこくじんのかたについては、せいねんがっぴが２００２ねん４がつ２にちから
２００５ねん４がつ１にちまでのこどもがいるばあい、こそだておうえんとくべつて
あてのたいしょうとなるばあいがあります。しんせいしょがとどきましたら、コ
ールセンター（��０４２・７２０・２０１１）へおといあわせください。

 外  国  人 の 方 の
がい こく じん かた

 申  請  書  記  入  方  法 
しん せい しょ き にゅう ほう ほう
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 手当の対象となる例 

世帯主Ａ

世帯にいる子ども

生年月日が平成１４年４月２日から
平成１７年４月１日までの子ども

生年月日が平成２年４月２日から
平成１７年４月１日までの子ども

Ａさん世帯

２人目
５歳

３人目
３歳

１人目
１２歳

４人目
１歳

世帯主Ｂ

世帯にいる子ども

生年月日が平成１４年４月２日から
平成１７年４月１日までの子ども

生年月日が平成２年４月２日から
平成１７年４月１日までの子ども

Ｂさん世帯

１人目
５歳

２人目
３歳

手当の対象となる子ども

Ｂさんへの子育て応援特別手当
３６，０００円　×　１人　＝　３６，０００円

手当の対象となる子ども

Ａさんへの子育て応援特別手当
３６，０００円　×　２人　＝　７２，０００円

世帯主Ｃ

世帯にいる子ども

生年月日が平成１４年４月２日から
平成１７年４月１日までの子ども

生年月日が平成２年４月２日から
平成１７年４月１日までの子ども

Ｃさん世帯

１人目
５歳

２人目
１歳

 手当の対象とならない例 

生年月日が平成１４年４月２日から
平成１７年４月１日までの子どもが
いるが、第２子以降の子どもでな
いため手当の対象となりません
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